
令和８年度
大仙市飲食業等物価高騰対策支援給付金

申請ガイダンス

大仙市経済産業部商工業・若者チャレンジ振興課
〒014-8601 大仙市大曲花園町1番1号

☎0187-63-1111（代表）
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２ 申請手続き等

（４）申請書類

３

No 申請に必要な書類

１

直近決算期の収入及び要した経費がわかる書類の写し
【個人事業主の場合】
令和７年所得税確定申告書又は市県民税申告書及び収支内訳書
【法人の場合】
直近決算期の確定申告書及び法人事業概況説明書及び損益計算書

２ 事業を営んでいることが分かる書類の写し
営業許可証等

3
市税の滞納がないことの証明書
市役所債権管理課又は支所市民サービス課にて滞納なし証明を発行

※手数料必要

４ 振込口座のわかる書類
通帳表紙の裏面のコピー、ネットバンキング画面のスクリーンショット等

５ 本人確認書類の写し（個人事業主の方のみ）
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等のいずれか一つのコピー

６ （紙で申請する方のみ）
支給申請書 兼 実績報告書 兼 請求書（様式第１号）



No.1 【個人事業主】添付書類「所得税確定申告書第一表」

４

令和７年のもの

２ 申請手続き等
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２ 申請手続き等



No.1 【個人事業主】添付書類「市県民税確定申告書」

6

２ 申請手続き等



No.1 【個人事業主】添付書類「市県民税確定申告書 収支内訳書」

７

①

②

①＋②の値が120万円以上であれば対象
※2事業所以上の場合は、事業所毎の経費が

わかる書類が別途必要

２ 申請手続き等



No.1 【法人】添付書類「法人税確定申告書別表一」

８

直近決算期のものが必要

２ 申請手続き等



No.1 【法人】添付書類「法人事業概況説明書」

９

２ 申請手続き等



No.1 【法人】添付書類「損益計算書」

１０

『販売費及び一般管理費』の値が120万円以上であれば対象
※2事業所以上の場合は、事業所毎の経費がわかる書類が別途必要

２ 申請手続き等



No.２ 添付書類「事業を営んでいることが分かる書類の写し」

１１

・営業に関する許可証等の写し（以下は食品衛生法営業許可
証）を提出してください。
・許可の不要な業態を営んでおり許可証等をお持ちでない場合は、
開業届の他、営業していること及び業種の把握できるチラシやSNS
の画面の写しなどで確認しますのでご相談ください。

２ 申請手続き等



No.４ 添付書類「振込口座のわかる書類」

１２

通帳を開いたぺージの写しやネットバンキングのスクリーンショット等
振込先の口座は申請者本人名義の口座に限ります。
法人の場合は、当該法人の口座に限ります。

○○ ○○様

○○銀行
○○支店

店番 123 口座番号 1234567

印

No.５ 添付書類「本人確認書類の写し」（個人事業主の方のみ）

 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証等のいずれか
一つのコピー

※マイナンバーカードの通
知カードは身分証明とな
りません。

２ 申請手続き等



（５）支給の決定

申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるとき
は給付金を支給します。

（６）通知等

申請書類の審査の結果、本給付金を支給する旨の決定をしたとき
は、後日、「支給決定通知書」を送付します。
また、申請書類の審査の結果、要件を満たさない等の場合に本給

付金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、「不支給決定通知
書」を送付します。
なお、「支給決定通知書」は給付金の振込後に送付される場合が

あります。

1３

（７）その他
① 本給付金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正

等が発覚した場合は、大仙市は本給付金の交付決定を取り消
します。この場合、申請者は給付金を返還しなければなりません。

② 申請内容に不正があった場合など、必要がある場合は給付金の
支給を受けた事業者名等を公表する場合があります。

２ 申請手続き等


